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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 2022 年春派遣長期派遣留学の基本方針

 学校法人中央大学危機管理規程に則り策定された海外渡航危機管理マニュアルに基づき、派遣留学生の安

全確保と教育・研究活動の維持又は再開を図るため、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 2022 年春派遣長期

留学の派遣に関する基本方針を策定する。 

記 

１．基本方針 

新型コロナウイルス感染症に対する対応策の蓄積やワクチン接種が進捗しつつあることなどを踏まえ、外務省

海外安全ホームページにて感染症危険情報が発出されている国・地域への渡航についても、次の（１）から（３）に

掲げるすべての要件を満たす場合、派遣留学生からの申請に基づき、渡航を認める。 

なお、留学先大学がオンラインによる授業を留学生に提供し、派遣留学生が希望する場合は日本国内からの

オンラインでの受講を認める。

（１） 留学先国・地域における入国制限が無く（入国後の隔離措置は除く）、留学に必要な査証を取得して

渡航できること

（２） 留学先大学が受入可能であること

（３） 派遣留学生本人および保証人が本学所定様式「新型コロナウイルス感染症の影響下における渡航に

ついての誓約書」（別紙参照）に署名し、全ての事項を承諾・厳守すること

２．対 象  2022 年春派遣長期留学（交換・ISEP・認定留学）派遣留学生 

３．渡航判断期限 2022 年 2 月 1 日 

４．留意事項 

 渡航判断期限において外務省海外安全ホームページにおける留学先国・地域の「危険情報(*)」がレベル１

以下であること。

(*)「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、中・長期的な観点からそ

の国・地域の 治安情勢をはじめとした、政治社会情勢等を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた安全対策の目安を

知らせるもの。「感染症危険情報」とは異なる。

 今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況により、基本方針を見直し・変更する可能性がある。

 所定の渡航判断期限までに「基本方針に掲げる全ての要件を満たせず、留学先大学への派遣留学が認め

られない」または「国内からのオンラインでの受講を計画できない」場合、派遣留学生としての資格を失う。



 本基本方針の要件を満たせず派遣留学生としての資格を失ったとしても、長期留学（交換留学・ISEP・認定

留学）への再応募は可能である。 

 留学開始時期において留学先国・地域における入国制限等のために、日本国内からオンラインで留学先大

学が提供する授業を受講する形式で留学を開始した者について、留学期間中に入国制限緩和により上記

基本方針に掲げる全ての条件を満たす場合は留学先大学への渡航を認める。渡航時期については留学先

大学との調整による。 

 留学先大学の手続きや学年暦等の事情により、所定の判断期限よりも早く判断をしなければならない場合

がある。 

 所定様式「留学辞退届」の提出をもって、判断期限以前に留学を辞退することができる。 

 ワクチン接種については任意のものであり、本学として強制するものではない。ただし、留学先国・地域およ

び留学先大学から受入れ条件として指定がある場合は接種が必要となるため注意すること。 

 留学（留学中止を含む）に際して発生する一切の費用（ビザ取得費用、航空券キャンセル費用、寮費等）は

全て自己負担となる。 

 

以上 
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新型コロナウイルス感染症の環境下における渡航についての誓約書 

 

 

 私は、中央大学における長期留学制度（交換留学・ISEP・認定留学）の派遣留学生として

渡航するにあたり、別紙「新型コロナウイルス感染症の影響下における渡航前の確認事項」

を全て確認しました。留学先国・地域では自分自身で安全と健康に注意を払い、自覚と責任

を持って行動し、下記の事項を承諾・厳守することを誓約します。 

 

記 

 

１． 留学先国・地域の「危険情報」と「感染症危険情報」を外務省「海外安全ホームぺージ」

で確認し、自らの判断と責任で渡航します。 

２． 留学中における新型コロナウイルス感染症への感染について、自らの責任として対処し

ます。 

３． 留学中の疾病に対し十分な補償が受けられる海外旅行保険に加入します。 

４．出発前までに新型コロナウイルスのワクチン接種を完了します。 

５． 留学先国・地域の治安や感染症の状況により、本学が留学の中止・延期または帰国勧告

を決定する場合があることを理解し、その場合は速やかに指示に従います。 

６．日本への帰国（一時帰国）時における日本国政府の水際措置（出国前 72時間以内の検査

証明書の提示、空港検疫での検査、14 日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、

位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等）に従います。 

７． 留学に際して発生する一切の費用について、全て自己負担します。 

８．その他、中央大学の指示に従います。 

以上 

 

 

記入日         年   月   日 

学籍番号                               

派遣留学生氏名 （自署）                             

保証人氏名 （自署）                             

    （派遣留学生との続柄：          ） 



 別 紙  

 

新型コロナウイルス感染症の影響下における渡航前の確認事項 

 

※ 次の事項を確認し、確認欄にチェック（☑）を記入してください。 

確認事項 
確認欄 

派遣留学生 保証人 

（１） 留学先国・地域における最新の感染状況を把握している。 □ □ 

（２） 留学先国・地域への渡航手段がある。 □ □ 

（３） 留学先国・地域に入国の可否および入国に必要な手続きについて申請中また

は完了している。 
□ □ 

（４） 留学先国・地域への入国時および日本への帰国時における水際措置および入

国後に取るべき行動について把握している。 
□ □ 

（５） 留学先国・地域で感染の疑いが生じる場合、濃厚接触者として指定される場

合、または、感染する場合に、留学先国・地域において取るべき行動および

相談先を具体的に把握している（例：相談できる機関、検査できる機関、受

け入れ可能な医療機関、滞在先）。 

□ □ 

（６） 留学先国・地域で必要な生活物資が確保できる。 □ □ 

（７） 留学先大学において、留学生の受け入れ体制が取られている。 □ □ 

（８） 留学先大学において、学修を継続するための防疫措置が取られている。 □ □ 

（９） 留学先国・地域や留学先大学における感染拡大防止のための法令やルール

（マスクの着用等）を把握している。 
□ □ 

（10） 今後、留学先国・地域において、再流行または流行する際に取るべき対応を

シミュレーションしている。 
□ □ 

 

 

上記事項を全て確認しました。 

 

記入日         年   月    日 

学籍番号                                

派遣留学生氏名 （自署）                              

保証人氏名 （自署）                              

            （派遣留学生との続柄：           ） 
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